
審 議 会 等 の 概 要

審議会等の名称 川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会

根 拠 法 令 等 川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会条例

設 置 年 月 日 昭和４９年９月２１日

所 掌 事 務

次の各号に掲げる事項について審査し、市長に意見を述べるもの

とする。

（１） 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する診療内容

及び診療報酬

（２） 療養費に係る診療内容及び額   

委  員  数 ６人以内

委 員 の 構 成 医師及び薬剤師

会議公開・非公開 非公開

非公開の理由

特定人のプライバシーに関する事項を審査するため、審議会等の

会議の公開に関する条例第５条第１項に該当

事務局担当課

健康福祉局 保健所 環境保健課

電   話 ０４４（２００）２４８８

ファックス ０４４（２００）３９３７
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